
様式４－４ 

事業概略書 

事 業 名 
障害者虐待防止の効果的な体制整備及び精神科医療機関等における虐待防

止のための啓発資料の作成と普及に関する研究 

事 業 目 的 

【障害者虐待の効果的な体制整備】 

本事業では、虐待防止委員会の設置を軸とした利用者の権利擁護・虐待防

止等の取組を先駆的に行っている障害福祉サービス事業所及び相談支援事

業所の実例を把握し、取組のポイントを明らかにすることを目的として調

査を実施した。また、小規模な事業所において体制整備が過剰な負担とな

らないよう、複数事業所による共同・連携等、効果的な取組等もとりまと

めた。 

 

【精神科医療機関等における医療従事者を対象とした、虐待事案発生防止】 

精神科病院における虐待防止・権利擁護の取組を事例的に把握するととも

に、精神科医療機関等における医療従事者向けに普及・啓発すべき内容や

実践的な対応方法を体系的に整理し、啓発資料や研修資料を提示すること

を目的として調査を実施した。 

事 業 概 要 

【障害者虐待の効果的な体制整備】 

◯事業所ヒアリング調査 

・虐待防止及び身体拘束等の取組をしている障害福祉サービス事業所・相

談支援事業所を選定し、法人の概況、虐待防止の取組（職員への研修、虐

待防止委員会の設置状況、虐待の防止等のための責任者の配置など）、身体

拘束適正化に向けた取組（記録の実施状況、委員会等、指針等、職員への

研修など）などについて尋ねた。 

◯事業検討委員会 

・全４回で開催。ヒアリングの調査設計、取組ポイントの整理について議

論・助言いただくために設置。 

 

【精神科医療機関等における医療従事者を対象とした、虐待事案発生防止】 

◯精神科病院への事例収集 

・虐待防止や権利擁護に向けて研修や院内の体制整備等に先駆的に取り組

んでいる、あるいは取組の結果として一定の成果を挙げている病院を選定

し、職員への研修、虐待防止に向けた取組、権利擁護に向けた取組などに

ついて尋ねた。 

◯事業検討委員会 

・全４回で開催。先駆的取組事例の聞き取り対象・内容の検討や精神科病

院における取組のポイントについて議論・助言いただくために設置。 



事業実施結果 

及び効果 

【障害者虐待の効果的な体制整備】 

令和４年度より、①職員への研修実施、②虐待防止のための対策を検討す

る委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果

の職員への周知、③虐待の防止のための責任者の設置が義務化されること

を踏まえ、虐待防止委員会の設置を軸とした利用者の権利擁護・虐待防止

等の取組を先駆的に行っている障害福祉サービス事業所及び相談支援事業

所の実例を把握し、取組のポイントを明らかにしたうえで、その内容を事

例集にとりまとめた。また、事例集を作成するにあたり、小規模な事業所

において体制整備が過剰な負担とならないよう、複数事業所による共同・

連携等、効果的な取組等も盛り込んでいる。各事業所（小規模な事業所も

含む）が体制整備を進めるにあたっての参考資料として、事例集を提供で

きた。 

 

【精神科医療機関等における医療従事者を対象とした、虐待事案発生防止】 

精神科病院における虐待防止・権利擁護の取組を事例的に把握するととも

に、精神科医療機関等における医療従事者向けに普及・啓発すべき内容や

実践的な対応方法を体系的に整理し、研修資料及び啓発資料（院内ポスタ

ー）を作成した。研修資料等の最終化にあたっては、調査可能な範囲で当

事者及び看護師へのグループインタビューをそれぞれ実施し、その結果を

反映した。医療機関が虐待防止にかかる取り組み強化のための研修等を行

う際に活用される資料を提供できた。 

事 業 主 体 

郵便番号：100-0004 

所 在 地：東京都千代田区大手町 1-2-1 

法 人 名：PwCコンサルティング合同会社 

電話番号/E-MAIL：070-1180-7909/takashi.tokairin@pwc.com 

 （注） 

１ 本様式の作成にあたっては、厚生労働省ホームページに掲載するため、一般に公開することを想定し、分

かりやすい表現に努めること。 

 ２ 本様式は、事業の概略をまとめるために作成するものであり、別途実施した事業についての成果物を必ず

提出すること。 

 ３ 「事業目的」､「事業概要」、「事業実施結果及び効果」について、それぞれ２５０字程度で簡潔に記入す

ること。 

  


